
平成 27年１月 20日 

横浜市建築局建築情報課 

北仲通南地区再開発地区計画における建築基準法第 68条の３第 1項の 

規定による認定基準に関する意見公募について 

 

横浜市では、北仲通南地区再開発地区計画区域について、建築基準法第 68条の３第 1項の規定による

建築物の容積率制限に関する認定基準を定めることといたします。 

つきましては、広く市民の皆様からご意見を頂きたく、次の要領で意見の公募を行います。 

 

１ 意見公募期間                                           

平成 27 年１月 20 日（火）から平成 27 年２月 18 日（水）まで 
 
２ ご意見提出方法                                          

以下のいずれかの方法により、ご提出願います。 
なお、電話でのご意見の提出には対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

(1) 電子メールの場合 
電子メールアドレス：kc-ikenkoubo@city.yokohama.jp 
横浜市建築局建築情報課 建築企画担当 あて 

(2) 郵送または持参の場合 
〒231-0012 横浜市中区相生町 3 丁目 56 番地の 1 JN ビル 5 階 
横浜市建築局建築情報課 建築企画担当 あて 

※持参の場合、受付は平日 8:45 から 17:00 までです。 
(3) FAX の場合 

FAX 番号：045-681-2436 
横浜市建築局建築情報課 建築企画担当 あて 

 
３ 注意事項                                             

(1) いただいたご意見に対する本市の考え方の公表は、意見公募結果公示をもって行います。個別の

ご回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。 
(2) いただいたご意見の内容は、氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公開する可

能性がありますので、あらかじめご了承ください。 
(3) ご意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報は適正に管理し、ご意見の内容に不明な点がある

場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ使用します。 
(4) その他個人情報については、「横浜市個人情報の保護に関する条例（平成 17 年２月横浜市条例第

６号）」に従い、適切に取り扱います。 
 

４ お問い合わせ先                                          

横浜市建築局建築情報課 建築企画担当 
電話 045-671-2933 
※電話でのご意見の提出には対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 



 



 

北仲通南地区再開発地区計画区域内における 

建築基準法第68条の3に基づく認定基準(案) 

 

北仲通南地区再開発地区計画区域内において、建築基準法第68条の３に基づく認定基準を以下のとおり定

める。 

認定にあたっては、交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認められる計画とし、北仲通南地区再

開発地区計画の地区整備計画で定めた容積率の最高限度の規定に合致する計画であることを要する。 

 

１ 一般的要件 

次に掲げる項目について支障がないと認められる計画とすること。 

①交通 ・ 自動車交通については、乗用車及び物品搬入車の各々について、円滑な交通動線

の確保、必要な駐車場設置台数の確保等が図られていること。 

・ 歩行者交通については、円滑な歩行者動線の確保、ピーク時における十分な幅員

等の確保が図られていること。 

・ 都市施設、公共施設の整備の確実性があること。 

②安全 ・ 災害時の避難が円滑に行われる計画であること。 

・ 地震、津波、液状化の影響と対策などについて、十分な検討が行われていること。

③防火 ・ 十分な防火・耐火性能のある構造であること。 

④衛生 ・ 上下水道、電力、ガス等の供給処理の整備状況が十分であること。 

・ 空地を適切に確保していること。 

⑤その他 ・ 地区計画の区域の整備及び開発に関する方針と再開発地区整備計画の内容に適合

していること。 

 

２ 容積率の算定方法 

認定することにより計画可能となる容積率の数値は、次のＲ１、Ｒ２の合計とする。 

 

ΣＲ＝Ｒ１（基礎容積率）＋Ｒ２（加算容積率）（％）

 

 （１）Ｒ１（基礎容積率） 

北仲通南地区は、横浜の都心部強化事業として整備されてきたみなとみらい21地区に隣接するととも

に、既存都心部である関内地区の一角をなす重要な地点に位置する業務等の都心機能の集積地区として

ポテンシャルが非常に高い地区である。また、都市計画道路３・３・１号本町線（以下「本町線」とい

う。）及び都市計画道路３・１・７号栄本町線（以下「栄本町線」という。）の結節点に位置しており、

みなとみらい線馬車道駅に直結し、ＪＲ桜木町駅から至近である等、交通についても好条件を備えてい

る。 

以上をふまえ、北仲通南地区については、地区内の本町線から35mの範囲並びに隣接するみなとみら

い 21 中央地区地区計画のビジネスゾーン及び商業ゾーンの指定容積率が 800%であることを考慮し、Ｒ

１（基礎容積率）を800%とする。 

なお、下記に示す都市施設・公共施設を整備することを前提とする。 

都市施設 都市計画道路栄本町線（幅員40ｍ） 

公共施設 公共空地Ａ（水辺のいこい空間 面積約1,000㎡） 

公共空地Ｂ（広場 面積約900㎡） 

 

 （２）Ｒ２（加算容積率） 

Ｒ２（加算容積率）は、横浜市特定街区運用基準を準用し、各施設の整備を評価して以下の式によ



 

り算定する。なお、都市計画で定める1080%を容積率の限度とする。 

 

Ｒ２＝Ｖ１＋Ｖ２＋Ｖ５ 

V1：有効空地による割増容積率（％） 

V2：歴史的資産の保存・修復による付加容積率（％）  

V5：計画的市街地整備による付加容積率（％） 

 

 

ア 有効空地による割増容積率（Ｖ１） 

有効空地による割増容積率は、地区の環境整備に有効な空地で、一般公衆に供用できるものについ

て、次表に定めるところにより算定した数値以下とし、割増容積率の上限の数値を超えることはでき

ない。 

割増容積率（V1）（％） 割増容積率の上限 

V1=3a×100-10 

（a=有効空地面積／敷地面積） 

160% 

 

 有効空地面積は、有効空地の対象となる面積に次表に定めるところによる有効係数を乗じたものの

合計面積とする。 

形  態 有効係数 

屋外の 

有効 

空地 

・青空有効空地 

・非青空有効空地で天井高5.0m以上のもの 

1.0 

・非青空有効空地で天井高2.5ｍ以上5.0ｍ未満のもの  0.8 

屋内の 

有効 

空地 

・広場状の有効空地で天井高12.0ｍ以上かつ面積500㎡以上のもの  1.0 

・通路状の有効空地で天井高3.0ｍ以上かつ幅員6.0ｍ以上のもの  0.8 

 

イ 歴史的資産の保存・修復による付加容積率（Ｖ２）  

歴史的資産の保存・修復によってＶ１に付加する容積率Ｖ２は、地区のシンボリックな歴史的建築

物である旧第一銀行横浜支店の移築保存及び修復による地区の魅力向上等の、地域環境への貢献度を

考慮して評価する。 

具体的には、旧第一銀行横浜支店が存在しない場合にはその土地を青空有効空地とすることにより

容積率の割増が得られること及び旧第一銀行横浜支店が存在することによりその延べ面積が容積率に

参入されていることを勘案し、次表に定めるところにより算定した数値以下とする。なお、付加容積

率の上限の数値を超えることはできない。 

付加容積率（V2）（％） 付加容積率の上限 

V2=（3b+c）×100 

（b=歴史的資産の建築面積／敷地面積） 

（c=歴史的資産の延べ面積／敷地面積） 

 

20% 

 

ウ 計画的市街地整備による付加容積率（Ｖ５） 

計画的市街地整備によってＶ１に付加する容積率Ｖ５は、本地区が都心部において重要な交通拠点

である馬車道駅（みなとみらい線）と直結し、みなとみらい21新港地区、桜木町駅及び野毛方面並び

に関内駅方面（JR根岸線、横浜市営地下鉄）へ連絡する中継点となっていることから、歩行者動線と

しての重要性や地域への貢献度を考慮して、アトリウム、地下鉄連絡通路及び本町線沿い・栄本町線



 

への通り抜け等を評価する。 

 

算定にあたっては、次表に定めるところにより算出した数値以下とし、付加容積率の上限の数値を

超えることはできない。 

付加容積率（V5）（％） 付加容積率の上限 

V5=3d×100 

（d=有効空地面積／敷地面積） 

100% 

有効空地面積は、有効空地の対象となる面積に有効係数を乗じたものの合計面積とし、有効係数は

2.0 とする。既にＶ１の算出において有効空地として評価している部分は、算出した付加容積率とＶ

１との差を加算する。 

 

３ 有効空地の表示板について 

 
 建築主は、有効空地等の中の適正な場所及び建築物の見やすい箇所に、当該有効空地等が北仲通南地区再

開発地区計画における容積率の認定基準に基づいて設置されたものである旨を、一般の通行の人からよく見

え、街並み景観に配慮した位置に下記により表示するものとする。 

 
＜表示板の留意点＞ 

①材質は、ステンレス、鋼板等の耐候・耐久性に優れたものとし、堅固に固定すること。 

②必要事項・寸法を満足すれば、形式・形状は問わない。 

また、複数の緩和基準（空地、歴史的建造物、緑地等）を適用した場合の表示板の表示方法・寸法等に

ついては、市の担当者と協議の上決定すること。 

③有効空地等位置図については、現在地を正面に配置すること。 

 

 
有効空地の表示板の様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 この右図に示す空地及び施設は、 

北仲通南地区再開発地区計画の認定を受けて 

有効空地及び施設として設置されたものです。 

 

 

                        平成  年  月 

有効空地等管理者 

（住所） 

（氏名） 

（連絡先）       ℡ 

 

 

 
有効空地 

位置・区域図 

 

 

（現在地の明記及び 

    方位に留意） 

300mm 

以上 

500mm 以上 


	施行２_意見公募要領
	blanc
	施行１_北仲通南地区再開発地区計画における建築基準法第68条の３第1項の規定による認定基準案

